
 

 
 

 

社 労 連 第 497 号  

令和４年９月 14 日  

 

 

都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 

 

全国社会保険労務士会連合会   

会 長   大 野   実   

（ 公 印 省 略 ） 

  

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届等に係る処理について 

 

謹啓 平素は当連合会の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、今般、日本年金機構事務センター統括部長か

ら別添のとおり周知依頼がございました。 

 つきましては、貴職におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではござい

ますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、本件は連合会ウェブサイトの会員専用ページに掲載しておりますこと

を申し添えます。 

 

 

謹 白  

（担当：業務部企画・広報課 企画係）  
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